
 

船舶事故等調査報告書 

平成２２年１１月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第１２６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年６月１６日 １４時００分ごろ 

発生場所 愛媛県松山市鹿島西方沖 北条港灯台から２６５°０.９海里付近 

 （概位 北緯３３°５８.５′ 東経１３２°４５.１′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月１０日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 

Ａ 貨物船 第一神
しん

徳
とく

丸、１９１トン 

   １３２１３５、正和海運有限会社 

Ｂ 漁船 国
くに

栄
えい

丸、３.６７トン 

   ＥＨ３－２２５８５、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、五級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 Ｂ 甲板員が全治１週間の腰部打撲 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ オーニングの支柱曲損、かんぬき折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか２人が乗り組み、南西進中、Ｂ船は、船長ほか１人が

乗り組み南西進中、平成２２年６月１６日１４時００分ごろ鹿島西方沖に

おいて両船が衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風力 ２、風向 西、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、鹿島西方沖を南西進中、船長Ａが、船

首方にＢ船を認めた際、Ｂ船が横切り船で衝突の

おそれはないものと思い込み、その後、同船に対

する見張りを行っていなかった可能性があると考

えられる。 

 Ｂ船は、鹿島西方沖を南西進中、船長Ｂが、漁

具の片付けに専念し、見張りを行っていなかった

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、鹿島西方沖において、Ａ船及びＢ船がともに南西進中、両船

が見張りを行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生した可

能性があると考えられる。 

 




